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QRコード付交付申請書が順次郵送されます 問住民生活課　☎５３・２１１２

≪マイナンバーカード申請サポート継続中です≫
　住民生活課窓口にて、マイナンバーカード申請サポートをしており
ます。担当職員がオンライン申請のサポートをいたします。
◆対応内容 
　・マイナンバーカード申請サポート
　・写真撮影
◆持参いただくもの
　・本人確認書類（運転免許証、健康保険証等）
　・上記QRコード付申請書（お持ちの方）
　※平日の来庁が困難な方は、９月４日（日）にマイナンバーカード

申請・交付窓口を開設しております。来庁の際は事前にご連絡く
ださい。

≪マイナンバーカード出張申請サポートの予定はこちら≫
　勤務先や地域の団体等の方で希望があれば、村職員が職場等に出向いてマイナンバーカードの申請を受け付けます。
カードは後日、簡易書留又は本人限定郵便にてご自宅に郵送する予定です。９月の予定は以下の通りです。
◆実施場所： イオン白河西郷店（２F）
◆日　　時： ９月２３日（金）１０：００～１８：００
　　　　 　　９月２４日（土）１０：００～１８：００
◆持参いただくもの：本人確認書類（運転免許証など）、通知カード又はＱＲコード付き交付申請書
　上記日程以外の出張も随時受け付けております。※希望多数の場合は受付順にて対応いたします。
詳細は住民生活課までお問い合わせください。

≪マイナポイント第２弾について≫
① マイナンバーカードの取得及び２０,０００円までのチャージ又はお買い物をされた方→５,０００円相当のポイント

※マイナンバーカードを既に取得した方のうち、マイナポイント第１弾の未申込者も含みます。
ポイントの申込・付与期間：令和４年１月１日～

② マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込を行った方　→　７,５００円相当のポイント
※既に利用申込を行った方も対象です。
ポイントの申込・付与期間：令和４年６月３０日～令和５年２月末まで

③ 公金受取口座の登録を行った方　→　７,５００円相当のポイント
ポイントの申込・付与期間：令和４年６月３０日～令和５年２月末まで
登録希望の方は口座情報が記載されたキャッシュカードや通帳をお持ちください。

上記①～③は、令和４年９月までにマイナンバーカードを申請した方が対象です。健康保険証、公金受取口座の利
用登録とポイントの申込は別途必要です。

　ポイント申込のサポートもしておりますので、マイナンバーカードをお持ちいただき、暗証番号、各種キャッシュ
レス決済サービスのログイン情報をご確認のうえ住民生活課窓口までお越しください。サポートには予約が必要で
す。予約・お問い合わせは住民生活課までお電話ください。

≪マイナンバーカードでできること≫

　マイナンバーカードをまだお持ちでない方を対象に、７月下旬から９
月上旬にかけてＱＲコード付き交付申請書（右封筒）が地方公共団体情
報システム機構（J-LIS）より順次送付されます。お手元に届きました
ら内容をご確認の上、お早めに申請をお願いします。

広報
いずみざき ２



　泉崎村職員【一般行政（社会人経験者）・保健師・幼稚園教諭】採用候補者試験を次により行います。
◆試験職種、受験資格

令和５年度泉崎村職員【一般行政（社会人経験者）・
保健師・幼稚園教諭】採用候補者試験について 問総務課　☎５３・２１１１

職種（募集人員） 受 験 資 格

一般行政
社会人経験者
（若干名）

・昭和５８年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた者（学歴不問）
ただし、令和４年９月１日現在において民間企業等における職務経験を５年以上有している者

（注１）民間企業等における職務経験には、会社員、公務員、団体職員、自営業者、パートタイマー
　　　 等として、週３０時間以上の勤務を１年以上継続して就業していた期間が該当。

（注２）職務経験が複数ある場合は通算可。ただし、同一期間内に複数の職務に従事していた場合は、
　　　 いずれか１つの職歴に限る。

保健師
（若干名）

・昭和６２年４月２日から平成１３年４月１日までに生まれた者（学歴不問）
ただし、保健師免許を有する者又は令和５年３月までに取得見込みの者

幼稚園教諭
（若干名）

・昭和６２年４月２日から平成１５年４月１日までに生まれた者（学歴不問）
ただし、幼稚園教諭免許を有する者又は令和５年３月までに取得見込みの者

※地方自治の観点から、行政職は村内に居住することを要件とします。なお、保健師及び幼稚園教諭は、居住要件等はあ
りません。また、次の各号のいずれかに該当する者は受験できません。

　（１）日本の国籍を有しない者
　（２）禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又はその執行を受けることができなくなるまでの者
　（３）本村職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しない者
　（４）日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党

その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
◆試験方法
　【１次試験】
　　①教養試験等【一般行政（社会人経験者）：社会人基礎試験】、【保健師・幼稚園教諭：高校卒業以上程度】
　　○一般行政（社会人経験者）：社会人基礎試験は、次により行います。
　　◇職務基礎力試験（９０分）公務に必要な基礎的な知的能力について、四肢択一式による筆記試験を実施
　　・出題分野及び出題数：社会的関心と理解２５問、言語的な能力２５問、理論的な思考力２５問　計７５問
　　◇職務適応性検査（２０分）社会人の職務、職場の適応性（職場への対応、人間関係等）の観点等　計１５０項目
　　○保健師・幼稚園教諭（１２０分）：職員として必要な一般知識及び知能について、五肢択一式による筆記試験を実施
　　・出題分野及び出題数：知識分野２０問、知能分野２０問。※「古文」、「哲学・文学・芸術等」、「国語」の出題

はありません。
　　②専門試験（保健師、幼稚園教諭のみ）（９０分）
　　　試験職種（保健師、幼稚園教諭）の職員として必要な専門知識及び能力について、択一式による筆記試験を実施
　　③事務適性検査（１０分）及び職場適応性検査（２０分）を実施
　【２次試験】１次試験合格者に対して、主として人物について個別面接及び作文による試験を行います。
◆資格調査
　１次試験合格者について、受験資格があるかどうか、試験申込書に記載されていることが正しいかどうかについて調査

します。
◆試験期日、試験会場
　【１次試験】試験期日：令和４年１２月４日（日）９：００受付開始
　　　　　　　試験会場：泉崎村役場（泉崎村大字泉崎字八丸１４５番地）
　【２次試験】１次試験合格者に別途通知します。
◆受験手続
　（１）申込用紙の請求
　　　　申込用紙は、役場総務課で交付します。
　　　　郵便により申込書を請求する場合は、封筒の表に赤で「職員採用試験申込用紙請求」と書いて、１４０円切手を

貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号）を必ず同封してください。
　（２）申込の方法
　　　　①申込用紙に必要事項を記入して、役場総務課に提出してください。
　　　　　申込書を郵送する場合は、１４０円切手を貼った自分宛の封筒を同封し、その表に赤で「職員採用試験申込」

と書いて、必ず簡易書留にて送付ください。
　　　　②受験票を受領したときは、最近６ヶ月以内に撮影した本人の写真（上半身、脱帽、正面向き、縦６㎝×横４．

５㎝）１枚を写真欄に貼って受験当日に必ず持参してください。（受験票がない場合、又は受験票に写真の
貼っていない場合は、受験できません。）

　（３）受付期間
　　　　令和４年９月１２日（月）～９月３０日（金）まで（８：３０～１７：００）
　　　　郵便による申込書提出の場合は、９月２８日（水）までの消印有効
　（４）この試験に関して不明な点は、泉崎村役場：総務課（TEL０２４８-５３-２１１１）にお問い合わせてください。
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　令和４年１０月１日から、一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が変わります。
◆課税所得が２８万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合２００万円以上、複数世帯

の場合、合計３２０万円以上の方は窓口負担割合が２割となります。
※現役並み所得者の方は１０月１日以降も引き続き３割です。
※窓口負担割合が２割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち２０％の方です。
◆ご自身の窓口負担割合が２割となるかについては、令和４年９月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村

から、令和４年１０月以降の負担割合が記載された保険者証を交付しますので、そちらをご確認ください。

≪窓口負担割合が２割となる方には負担を抑える配慮措置があります≫
◆令和４年１０月１日から令和７年９月３０日までの間は、２割負担となる方について、１か月の外来医療の窓

口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を３,０００円までに抑えます。（入院の医療費は対象外です）
◆同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなり、そうでない場合で

は、１か月の負担増を３,０００円までに抑えるための差額を払い戻します。
◆配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日、

自動的に払い戻します。
◆配慮措置が適用される場合の計算方法
　例：１か月の外来医療費全体額が５０,０００円の場合

　令和５年泉崎村成人式は、令和５年１月８日（日）午前１１時から泉崎村農村環境改善センター（泉崎村中央
公民館）で開催します。泉崎村に住所を有する平成１４年４月２日から平成１５年４月１日生まれの方が対象で
す。また、平成３０年３月に泉崎中学校を卒業した村外在住の方も対象となります。企業などに実習生として外
国人登録をしている方は対象になりません。該当者には、１０月上旬に通知をしますので、楽しみにお待ちくだ
さい。既に実行委員会を組織し、活動を開始しております。
　令和４年４月１日に民法改正により、成人年齢が２０歳から１８歳に変わりました。しかし、泉崎村において
は、今年以降も２０歳の方を対象として「２０歳の成人式（仮称）」として式典を開催することにしました。
　主な理由としては、１８歳（高校３年生）は、多くの方が大学受験や就職活動などの大切な時期と重なり、本
人や保護者の負担が大きくなることが懸念されるためです。２０歳未満の新成人となられた方にはご理解いただ
きたくお願い申し上げます。
　なお、成人式の詳細については、中央公民館（☎５３－２２５８）までお問い合わせください。

後期高齢者医療に加入されている方へお知らせ

泉崎村の成人式

問住民生活課　☎５３・２１１２

問中央公民館　☎５３・２２５８

窓口負担割合１割のとき① ５, ０００円

窓口負坦割合２割のとき② １０, ０００円

負担増③　（②－①） ５, ０００円

窓口負担増の上限④ ３, ０００円

払い戻し等（③－④） ２, ０００円

配慮措置
１か月５, ０００円の負担額を
３, ０００円までに抑えます。

医療機関や薬局などで被保険者証を提示するときは「有効期限」を必ず確認しましょう。

お問い合わせ先
　厚生労働省コールセンター　　　　　　☎０１２０－００２－７１９
　都道府県の「後期高齢者医療広域連合」　☎０２４－５２８－９０２５
　市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」　☎０２４８－５３－２１１２
　https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/newpage_21060.html

厚生労働省ホームページ
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水道メーターの検針にご協力ください 問建設水道課　☎５３・２１１４

　泉崎村ではお客様が使用した水量を量り、水道料金を算出するため、奇数月に検針員が水道メーターの検針に
お伺いしています。メーター検針の支障にならないよう、下記につきましてご協力お願いします。
◆メーターボックスの上には車、物等を置かないようにしてください。
　ボックスのふたを開けられず、検針ができない場合があります。

×× 〇〇
◆飼い犬は水道メーターから離れ
たところにつないでください。
　検針員がメーターに近づくこと
ができずに、検針ができない場合
があります。

　メーターボックスの上に物が置かれていたり、飼い犬が放
し飼いになっていたりすると検針が行えず、泉崎村水道事業給
水条例に基づき認定水量となり、本来の水量以上の料金がか
かってしまう場合がありますので、ご協力をお願いします。

樹木や生垣等の適切な管理について 問建設水道課　☎５３・２１１４

樹木や生垣等の伐採・剪定をして適切な管理をお願いします。
　車道に樹木や生垣等が張り出していると通行に支障となるだけでなく、《交通障害》を引き起こす場合があり
ます。
　樹木や生垣等が道路にはみ出していることが原因で事故等が発生した場合、所有者の方が《損害賠償責任》を
問われることがあります。（民法第７１７条・道路法第４３条）
　道路での事故防止のためにも、樹木や生垣等の所有者の皆様には伐採・剪定等の適切な管理をしていただくよ
うお願いします。（民法第２３３条）

　左側の樹木は道路に干渉し、歩行者、車両
等の交通を妨げる可能性があります。このこ
とが原因で事故が起きた場合、樹木の所有者
の方が責任を問われる場合があります。
　交通を妨げ、事故の原因をつくらないため
にも、右側の樹木のように伐採・剪定等を行
うようお願いします。
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